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「自衛隊名簿提供違憲訴訟（RYU裁判）」を 

 
支援する会ニュース 
 

 

 

 訴状の骨子について  
訴状の骨子は以下の通り。 
 

１   法治主義違反 
 

奈良市は住民基本台帳法１１条１項に

基づき提供と主張。しかし、同条項は「閲

覧」の規定。２０２１.2.5 防衛省総務省連

名通知。しかし、自衛隊法９７条１項は募集

事務の具体的内容を定めていない。同施

行令は地方自治体が行う募集事務を受け

たもので、募集対象者情報についての市

長の提供義務を定めたものではない。 
 

２  プライバシー権侵害（憲法１３条） 
 

プライバシー権…自己に関する情報をコ

ントロールする権利。個人情報保護法６９

条１項…市長が保有個人情報を第三者に

提供することは原則禁止。２項…例外規定

のいずれも該当しない。除外申請制度は

原則と例外が逆転、対象者への通知が不

十分。違法性は阻却されない。 
 

３   憲法９条違反 
 

違憲の自衛隊に名簿を提供することは

違憲。 
 

４   思想良心の自由の侵害 
 

奈良市が、除外規定を作り、名簿を提供

する行為は、反戦平和思想を持ち、積極的

に自衛隊を忌避する市民の住所氏名など

を炙り出す効果をともなうものであるから、

思想良心の自由（憲法１９条）の一つであ

る「沈黙の自由」の侵害となる。 

 

５ 慰謝料請求 

原告は、被告、奈良市、国に対し、国家賠

償法１条１項に基づき、損害金の支払いを

求める。 
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す
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